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事 務 連 絡 

平成２２年１１月１２日 

 

   都道府県 

各  指定都市   民生主管部局 御中 

   中 核 市 

 

 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課 

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 福 祉 基 盤 課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 総 務 課 

 

 

 

社会福祉施設等におけるインフルエンザ対策の徹底について 

 

  

今般、秋田県内の医療機関におきまして、入院患者及び職員の間でインフルエンザ

が集団発生し、入院患者がお亡くなりになるという事態が発生したことを受けて、「医

療機関等におけるインフルエンザ対策の徹底について」（平成 22 年 11 月 9 日健感発

1109 第 1 号、医政指発 1109 第 1 号厚生労働省健康局結核感染症課長、医政局指導課

長連名通知）（別紙１）が通知されたところです。 

社会福祉施設における感染症対策については、「社会福祉施設等における感染症発

生時に係る報告について」（平成 17年 2月 22日健発第 0222002号、薬食発第 0222001

号、雇児発第 0222001 号、社援発第 0222002 号、老発第 0222001 号）（別紙２）に

基づく措置をお願いしているところですが、貴部局におかれましては、所管の社会福

祉施設等、関係団体に対し、感染症の発生・まん延を防止するための取り組みの一層

の徹底及びインフルエンザ等による感染が疑われる症状が表れた場合には、速やかに

医療機関を受診する等の注意喚起をお願いいたします。 

なお、同通知別紙の対象施設は、別紙３のとおり読み替えて適用するものとします

ので、ご留意いただきますようお願いいたします。 

おって、各都道府県におかれまして、管内市町村にも本事務連絡の内容について周

知されますようお願いいたします。 
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                              別紙３ 

 

対象となる社会福祉施設等 

 

 

【介護・老人福祉関係施設】 

○ 養護老人ホーム 

○ 特別養護老人ホーム 

○ 軽費老人ホーム 

○ 老人デイサービス事業を行う事業所、老人デイサービスセンター 

○ 通所リハビリテーション事業所 

○ 老人短期入所事業を行う事業所、老人短期入所施設 

○ 小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所 

○ 老人福祉センター 

○ 老人憩いの家 

○ 老人休養ホーム 

○ 認知症グループホーム 

○ 生活支援ハウス 

○ 有料老人ホーム 

○ 介護老人保健施設 

○ 適合高齢者専用賃貸住宅 

 

【生活保護施設】 

○ 救護施設 

○ 更生施設 

○ 授産施設 

○ 宿所提供施設 

 

【ホームレス関係施設】 

○ ホームレス自立支援センター 

○ 緊急一時宿泊施設 

 

【その他施設】 

○ 社会事業授産施設 

○ 無料低額宿泊所 

○ 隣保館 
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○ 生活館 

【児童関係施設等】 

○ 助産施設 

○ 乳児院 

○ 母子生活支援施設 

○ 保育所（認可外保育所を含む） 

○ 児童厚生施設 

○ 児童養護施設 

○ 情緒障害児短期治療施設 

○ 児童自立支援施設 

○ 児童家庭支援センター 

○ 児童相談所一時保護所 

○ 婦人保護施設 

○ 婦人相談所一時保護所 

○ 母子福祉センター 

○ 母子休養ホーム 

○ 次の事業の実施施設等 

・児童自立生活援助事業（自立援助ホーム） 

・放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

・地域子育て支援拠点事業 

・一時預かり事業 

・小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム） 

・家庭的保育事業 

 

【障害関係施設】 

 

（障害者自立援法関係施設・事業所等） 

○ 障害福祉サービス事業（居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者

等包括支援事業を除く。）を行う事業所 

○ 障害者支援施設 

○ 地域活動支援センター 

○ 福祉ホーム 

○ 地域生活支援事業を行う事業所（日中一時支援事業・盲人ホーム等障害者

が通所する事業に限る。） 

○ 小規模作業所（地方公共団体より助成を受けているものに限る。） 
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（身体障害者福祉法関係施設） 

○ 身体障害者更生援護施設（※） 

・身体障害者更生施設 

・身体障害者療護施設 

・身体障害者授産施設 

○ 身体障害者社会参加支援施設 

・身体障害者福祉センター 

・盲導犬訓練施設 

 

（知的障害者福祉法関係施設） 

○ 知的障害者援護施設（※） 

・知的障害者更生施設 

・知的障害者授産施設 

・知的障害者通勤寮 

 

（精神保健福祉法関係施設） 

○ 精神障害者社会復帰施設（※） 

・精神障害者生活訓練施設 

・精神障害者授産施設 

・精神障害者福祉工場 

 

（知的障害児施設等） 

○ 知的障害児施設 

○ 知的障害児通園施設 

○ 盲ろうあ児施設 

○ 肢体不自由児施設 

○ 重症心身障害児施設 

○ 重症心身障害児（者）通園事業実施施設 

 

(※)障害者自立支援法の規定によりなお従前の例により運営できるとされたものに限る。 
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感
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。
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感
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。
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す
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あ
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。
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が
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場
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又
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。
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。
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携
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対
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設
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熱
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に
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)
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平成 2７年度 事故発生状況 

 

 平成 2７年４月から平成 2８年３月までの１年間に、市町から県に随時の報告を受けた事例は 37４

件で、そのうち居宅サービスは５６件（地域密着型サービス含む）であった。 

１ サービス種類別 

サービス種別 事故件数 事故割合 事故件数 事故割合 

居 宅 

サービス 

訪問介護 6 1.60% 

40 10.70% 

訪問入浴介護 0 0.00% 

訪問リハビリテーション 0 0.00% 

通所介護 24 6.42% 

通所リハビリテーション 10 2.67% 

福祉用具貸与 0 0.00% 

地域密着型 

サービス 

認知症対応型通所介護 0 0.00% 

16 4.28% 小規模多機能型居宅介護 5 1.34% 

認知症対応型共同生活介護 11 2.94% 

施 設 

サービス 

介護福祉施設サ－ビス 99 26.47% 

156 41.71% 介護保健施設サ－ビス 55 14.71% 

介護療養施設サービス 2 0.53% 

その他 

軽費老人ホーム 45 12.03% 

162 43.32% 

養護老人ホーム 20 5.35% 

住宅型有料老人ホーム 35 9.36% 

短期入所生活介護 20 5.35% 

短期入所療養介護（老健） 1 0.27% 

特定施設入居者生活介護 25 6.68% 

地域密着型特別養護老人ホーム 0 0.00% 

サービス付き高齢者向け住宅 16 4.28% 

  総計 374 100.00% 374 100.00% 

 

２ 事故内容 

内容 事故件数 事故割合 

転倒 33 58.9% 

誤嚥 6 10.7% 

疾患に起因 6 10.7% 

転落 3 5.4% 

職員の法令違反・不祥事 3 5.4% 

交通事故 2 3.6% 

意識障害 1 1.8% 

行方不明 1 1.8% 

不明 1 1.8% 

総計 56 100.0% 

 

 

転倒, 58.9% 

誤嚥, 10.7% 

疾患に起因, 
10.7% 

転落, 5.4% 

職員の法令違

反・不祥事, 
5.4% 

交通事故, 
3.6% 

意識障害, 
1.8% 

行方不明, 
1.8% 不明, 1.8% 
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３ 事故種別 

種別 事故件数 事故割合 

骨折 31 55.4% 

死亡 9 16.1% 

打撲 6 10.7% 

外傷 4 7.1% 

職員の法令違反・不祥事 2 3.6% 

※その他 4 7.1% 

総計 56 100.0% 

 

※その他…脳出血、リンパ腫、肺気腫、 

行方不明 

 

４ その他（解説） 

 ・居宅サービスの事故件数は、５６件。そのうち通所介護が２４件（４２．９％）、認知症対応型共

同生活介護が１１件（１９．６％）、通所リハビリテーションが１０件（１７．９％）である。 

・職員不在時の事故が約４割（２２件）を占めていた。 

・事故の内容は６割を転倒・転落（３６件）が占め、そのうち骨折に至ったのは２９件（８０．６％）。 

・死亡事故も９件見られ、誤嚥６件、意識障害１件、疾患に起因するものが２件であった。 

   

○転倒・転落（３６件）について 

要介護度：要支援１（３）、要支援２（３）、要介護１（９）、要介護２（８）、 

要介護３（７）、要介護４（４）、要介護５（２） 

発生場所は、食堂等ホール（２０件）が最も多く、続いて居室（５件）となっている。 

 

 ○誤嚥（６件）について 

年齢：７０歳以上７５歳未満（１）、８０歳以上８５歳未満（２）、 

８５歳以上９０歳未満（１）、９０歳以上９５歳未満 （１）、 

９５歳以上１００歳未満（１） 

認知症高齢者の日常生活自立度：自立（１）、Ⅱa（２）、Ⅲa（１）、Ⅳ（２） 

性別：男性（２）、女性（４） 

内容：食事（４）､おやつ（２） 

 

＜事例１＞ 

・通所介護従業者（運転手）が、帰宅送迎業務中に、利用者を自宅へ送り届けることを失念し、そのま

ま事業所へ戻ったため、事業所内駐車場にて利用者が数時間車内置き去りとなった。発見後、利用者

は脱水症状の疑いで病院へ搬送された。 

＜事例２＞ 

・訪問介護従業者が、買い物支援の際、利用者のプリペイドカードで私物を購入した。 

＜事例３＞ 

・訪問介護従業者による生活援助のサービス提供中に、利用者が自宅から外出してしまっていた（徘徊・

行方不明）。 

 

 

骨折, 55.4% 

死亡, 16.1% 

打撲, 10.7% 

外傷, 7.1% 

職員の法令違

反・不祥事, 
3.6% 

※その他, 
7.1% 
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２５長寿第３４９３０号 

平成２５年９月３０日 

 

 

介護サービス事業者  様 

 

 

香川県健康福祉部長寿社会対策課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

介護サービス提供中の事故防止の徹底について 

 

 

 日頃から、本県の介護保険行政にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

先日、通所介護事業所職員の運転により、送迎中に同乗していた利用者が  

死亡するという事故が発生しました。 

 各事業所等における車両を使用した送迎業務は、介護サービスの一環として

日々行われている日常的業務であるとともに、その安全は常に確保されていな

ければならない重要な業務です。事業所と利用者自宅間等の送迎について今後

とも一層の利用者の安全確保が求められます。 

 各指定事業所等においては、事故予防実施手順書を再確認し、実施方法、遵

守すべき事項を明確にした手順書を作成する等、特に送迎を中心とするサービ

ス全般について、今一度見直しを行い、事故防止のための取組みをより一層徹

底するようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

＜担当＞ 

香川県健康福祉部長寿社会対策課 

施設サービスグループ 萬藤、竹田 

TEL(087)832-3268 

在宅サービスグループ 大倉、原岡、宮本 

TEL(087)832-3274 
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２６長寿第７３７４６号 

平成２７年２月２７日 

 

 

 各指定介護サービス事業者 様 

 

 

香川県健康福祉部長寿社会対策課長 

（公  印  省  略） 

 

 

     指定介護サービス事業者における事故発生時の報告マニュアル

の改正について（通知） 

 

 

 日ごろ、介護保険制度の適正な運営にご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

 さて、香川県社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例（平成  

２４年香川県条例第５２号）第３条第１項の規定により社会福祉施設等の基準（以下

「指定基準」という。）としている法令の改正が行われ、指定通所介護事業所等の設

備を利用して、夜間及び深夜に介護保険以外のサービス（以下「宿泊サービス」とい

う。）を実施する事業者は、宿泊サービス提供中に事故が発生した場合は、市町等に

連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないこととされたことから、事

故発生時の市町への報告手順等を定めている「指定介護サービス事業者における事故

発生時の報告マニュアル」を一部改正したのでお知らせします。 

 なお、今回の改正は、指定基準の改正に合わせて宿泊サービス時に発生した事故の

報告を明確化したものですが、改正前の条文においても「利用者が事業所内にいる間

は、「サービスの提供中」に含まれる。」と規定されていることから、従前の取扱いか

らの変更はないことを申し添えます。 

 

 

 

 

 

                   

【問い合せ先】 

香川県健康福祉部長寿社会対策課 

施設サービスグループ 

在宅サービスグループ 

TEL 087-832-3268 

087-832-3269 
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指定介護サービス事業者における事故発生時の報告マニュアル 新旧対照表 

改正後 改正前 

指定介護サービス事業者における事故発生時の報告マニュアル 指定介護サービス事業者における事故発生時の報告マニュアル 

香川県健康福祉部長寿社会対策課 香川県健康福祉部長寿社会対策課 

    略    （平成２０年１月１５日制定） 

    略    （平成２３年４月 ７日改正） 

    略    （平成２５年９月 ４日改正） 

   （平成２７年２月２７日改正）     

        

１ 目的  １ 目的  

略 指定介護サービス事業者（以下「事業者」という）は、サービス提供時に

発生した事故について、介護保険法に基づく運営基準及び同解釈通知により、

その内容や対応状況を市町に報告することにより、その報告を受けた市町及

び県が、事故に対する適切な対応や再発防止策に対して、事業者への指導及

び助言を実施することにより、事業者、市町及び県が連携して、介護サービ

スの安全と質の向上を図ることを目的とする。 

２ 事業者が事故報告を行う範囲 ２ 事業者が事故報告を行う範囲 

事業者は、次の事由に該当する場合に市町に対して報告を行うこととす

る。なお、事業者の住所地と利用者の保険者である市町が異なる場合には双

方の市町に報告を行うこととする。 

事業者は、次の事由に該当する場合に市町に対して報告を行うこととする。

なお、事業者の住所地と利用者の保険者である市町が異なる場合には双方の

市町に報告を行うこととする。 

(1)サービスの提供による利用者のけが等又は死亡事故の発生 (1)サービスの提供による利用者のけが等又は死亡事故の発生 

(注１)「サービスの提供による」とは、送迎・通院等の間の事故も含む。 

また、通所サービス（事業所の設備を利用して行う、夜間等の介護

保険制度外のサービスを含む。）、入所サービス及び施設サービスに

おいては、利用者が事業所内にいる間は、「サービスの提供中」に

含まれる。 

(注１)「サービスの提供による」とは、送迎・通院等の間の事故も含む。 

また、在宅の通所・入所サービス及び施設サービスにおいては、利用

者が事業所内にいる間は、「サービスの提供中」に含まれる。 

 （注２）～（注４） 略  （注２）～（注４） 略 

(2)～(3) 略 (2)～(3) 略 

  

（附則） 

このマニュアルは、平成２７年２月２７日から施行する。 
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指定介護サービス事業者における事故発生時の報告マニュアル 

 

香川県健康福祉部長寿社会対策課 

（平成２０年１月１５日制定） 

（平成２３年４月 ７日改正） 

（平成２５年９月 ４日改正） 

（平成２７年２月２７日改正） 

１ 目的 

  指定介護サービス事業者（以下「事業者」という）は、サービス提供時に発生した事
故について、介護保険法に基づく運営基準及び同解釈通知により、その内容や対応状況
を市町に報告することにより、その報告を受けた市町及び県が、事故に対する適切な対
応や再発防止策に対して、事業者への指導及び助言を実施することにより、事業者、市
町及び県が連携して、介護サービスの安全と質の向上を図ることを目的とする。 

 

２ 事業者が事故報告を行う範囲 

 事業者は、次の事由に該当する場合に市町に対して報告を行うこととする。なお、事

業者の住所地と利用者の保険者である市町が異なる場合には双方の市町に報告を行うこ

ととする。 

(1)サービスの提供による利用者のけが等又は死亡事故の発生 

(注１)「サービスの提供による」とは、送迎・通院等の間の事故も含む。 

また、通所サービス（事業所の設備を利用して行う、夜間等の介護保険制度外のサービスを

含む。）、入所サービス及び施設サービスにおいては、利用者が事業所内にいる間は、「サー

ビスの提供中」に含まれる。 

(注２) けが等とは、発生の原因に関わらず、骨折、打撲、出血、火傷、誤嚥、異食及び薬の誤投

薬等で医療機関を受診し、治療または入院したものを原則とする（原因不明のものも含む）。 

(注３) 事業者側の過失の有無は問わない。 

(注４) 利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じる可能性のあるとき

は報告すること。 

(2)職員（従業者）の法令違反・不祥事等の発生 

(注５)利用者の処遇に関連するものに限る。（例：利用者からの預り金の横領、送迎時の交通事故

など） 

(3)その他、報告が必要と認められる事故の発生 

 

３ 報告の手順 

 (1)事故後、各事業者は第一報を、３日以内に市町へ様式１により報告する。 

（注１）次の①～④の事由による、重大性の高い事故については第一報を電話で行い、その後報告

様式１を提出する。 

  ①事故により利用者が死亡したもの 

②利用者への身体拘束や虐待が事故の原因となっていると思われるもの 

③重大な指定基準違反があると思われるもの 

④職員の不祥事 

(2)事故発生後の処理等が終了後、様式２により原則２週間以内に報告する。報告が遅れ

る場合は、その旨を市町に連絡すること。 

（注 2）事故報告書は、報告様式１、２を標準とするが、市町により別に様式が定められている場

合や、報告様式１、２の報告事項が明記されている書式であれば代替して差し支えない。 
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４ 報告を受けた市町の対応の留意点 

(1)事故に係る状況を把握するとともに、事業者による事故への対応が終了していないか、

又は、明らかに不十分である場合等、当該事業者の対応状況に応じて、保険者として

必要な対応（事実確認、指導等）を行うものとする。 

(2)事業者から文書による報告内容が不十分である場合は、再報告等を求める。 

(3)報告内容をもとに下記５の事由に該当する場合は、県へ報告を行うものとする。 

(4)事故の再発防止策を検討するにあたって、事業者から市町に協力依頼があった場合に

は、可能な限り対応をする。 
 

５ 市町から県への報告について 

(1)各市町は、事業者から受けた事故報告の内容が、次の事由による場合は、事業所から

の報告書の写しを５日以内に県に提出するものとする。（重大性の高い事故について

は、事業者から報告があり次第、電話で報告）なお、市町に指定権限のある事業者（中

核市に住所を有する事業者及び地域密着型サービス事業者）に係るものについては、

原則、死亡事故のみとする。 

①事故により利用者が医療機関で入院治療を要したもの又は死亡したもの 

②利用者への身体拘束や虐待が事故の原因となっていると思われるもの 

③重大な指定基準違反があると思われるもの 

④職員の不祥事 

⑤その他、他の事業者に事例として情報提供することによって、同様な事故の発生防

止に寄与すると思われるもの 
(2)各市町は、事業者から受けた当該年度の事故報告について、別紙様式により、翌４月

末日までにメールにて、県に報告するものとする。（(1)の報告を含む。） 

 

６ 報告の活用等について 

 県において報告内容を取りまとめ、介護サービスの安全の確保と質の向上を行うため

の基礎資料として活用する。 

 なお、当該報告は事業者の事故に対する過失の有無を判断するためのものではない。 

 

（附則） 

このマニュアルは、平成 25 年 9 月 4 日から施行し、平成 25 年 10 月 1 日以降に発生した事故から

適用する。 

（附則） 

このマニュアルは、平成 27 年 2 月 27 日から施行する。 
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参 考 

【事故報告のフロー図】 

 

サービス提供時に事故発生 

 

・利用者の家族等への連絡 

・利用者に係る居宅介護支援事業者へ連絡 

 

 

事業者から市町（保険者）へ電話又は報告様式１による報告 

 

・文書による第一報は、３日以内に行うこと。 

 重大性の高い事故については第一報を電話で行い、その後様式１を提出する。 

・事故発生後の経過については、適宜連絡を行うこと。 

・必要に応じ関係機関へ遅滞なく連絡を行うこと。 

 

事業者から市町（保険者）へ報告様式２による報告 

 

・事故発生後の処理等が終了後（2週間以内）、報告様式２により事故報告を
行うこと。 

 

 

 

市町から県への報告 

 

次の事由による事故の場合は、５日以内に県に報告を行う。なお、重大性の高い事

故については、事業者から報告があり次第、電話で報告すること。 

 ・医療機関への入院又は死亡 

 ・身体拘束や虐待が事故の原因と思われるもの 

 ・重大な指定基準違反があると思われるもの  等 

毎年４月末日までに、各年度の状況報告をメールにて行う。（上記の報告を含む。） 
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参考 

 

【事業者、市町、県の役割について】 

 (1)事業者の役割 

「香川県社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例（平成 24 年香

川県条例 52 号）」により、利用者等に対する介護サービスの提供により事故が発生し

た場合は、速やかに市町等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならな

いと義務づけられている。 

 

《報告の根拠》 

＊介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省

令第３７号） 

＊指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５号） 

＊指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３８号） 

＊指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３９号） 

＊介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４０号） 

＊指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４１号） 

＊指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号）

＊指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス    

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３６号） 

＊指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３７号） 

 

  

 (2)市町の役割 

介護保険法により、「文書の提出等」「報告徴収・立入検査」「勧告・公表・改善命令」

「指定取消・指定の効力停止」等の権限が以下のように規定されており、事業者から

報告のあった介護サービス提供時に発生した事故について、事業者に対して、適切な

対応や再発防止策に関して、指導及び助言等を行う。 

 

《介護保険法》 

（文書の提出等） 

＊居宅サービス等を行う者に対する文書その他の物件の提出・提示、当該職員への質問・照会（第 23 条）

（報告徴収・立入検査等） 

＊指定居宅サービス事業者等（事業者であった者、従業者であった者等）に対する報告徴収・立入調査等

（第 76 条） 

＊指定地域密着型サービス事業者等（事業者であった者、従業者であった者等）に対する報告徴収・立入

調査等（第 78 条の 7） 

＊指定居宅介護支援事業者等（事業者であった者、従業者であった者等）に対する報告徴収・立入調査等

（第 83 条） 

＊指定介護老人福祉施設開設者等（施設の長、従業者であった者等）に対する報告徴収・立入調査等（第
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90 条） 

＊介護老人保健施設の開設者等に対する報告徴収・立入調査等（第 100 条） 

＊指定介護療養型医療施設の開設者等に対する報告徴収・立入調査等（第 112 条(旧法)） 

＊指定介護予防サービス事業者等（事業者であった者、従業者であった者等）に対する報告徴収・立入調

査等（第 115 条の 7） 

＊指定地域密着型介護予防サービス事業者等（事業者であった者、従業者であった者等）に対する報告徴

収・立入調査等（第 115 条の 17） 

＊指定介護予防支援事業者等（事業者であった者、従業者であった者等）に対する報告徴収・立入調査等

（第 115 条の 27） 

（勧告・公表・改善命令） 

＊指定地域密着型サービス事業者に対する勧告・公表・措置命令（第 78 条の 9） 

＊指定地域密着型介護予防サービス事業者に対する勧告・公表・措置命令（第 115 条の 18） 

＊指定介護予防支援事業者に対する勧告・公表・措置命令（第 115 条の 28） 

（指定取消・指定の効力停止） 

＊指定地域密着型サービス事業者の指定取消・指定の効力停止（第 78 条の 10） 

＊指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定取消・指定の効力停止（第 115 条の 19） 

＊指定介護予防支援事業者の指定取消・指定の効力停止（第 115 条の 29） 

 

(3)県の役割 

  介護保険法及び老人福祉法により、「文書の提出等」「報告徴収・立入検査」「勧告・

公表・改善命令」「指定取消・指定の効力停止」等の権限が以下のように規定されてお

り、事業者に対して、適切な対応や再発防止策に関して、指導及び助言等を行う。（指

定地域密着型サービス事業者を除く） 

《介護保険法》 

（文書の提出等） 

＊居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対する、その行った居宅サービス等に関しての

報告、当該居宅サービス等の提供記録、帳簿書類その他の物件の提示、当該職員への質問（第 24条） 

（報告徴収・立入検査等） 

＊指定居宅サービス事業者等（事業者であった者、従業者であった者等）に対する報告徴収・立入調

査等（第 76条） 

＊指定居宅介護支援事業者等（事業者であった者、従業者であった者等）に対する報告徴収・立入調

査等（第 83 条） 

＊指定介護老人福祉施設開設者等（施設の長、従業者であった者等）に対する報告徴収・立入調査等

（第 90 条） 

＊介護老人保健施設の開設者等に対する報告徴収・立入調査等（第 100 条） 

＊指定介護療養型医療施設の開設者等に対する報告徴収・立入調査等（第 112 条(旧法)） 

＊指定介護予防サービス事業者等（事業者であった者、従業者であった者等）に対する報告徴収・立

入調査等（第 115 条の 7） 

（勧告・公表・改善命令） 

＊指定居宅サービス事業者に対する勧告・公表・措置命令（第 76条の 2） 

＊指定居宅介護支援事業者に対する勧告・公表・措置命令（第 83条の 2） 

＊指定介護老人福祉施設の開設者に対する勧告・公表・措置命令（第 91条の 2） 
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＊介護老人保健施設の開設者に対する勧告・公表・措置命令（第 103条） 

＊指定介護療養型医療施設の開設者に対する勧告・公表・措置命令（第 113条の 2(旧法)） 

＊指定介護予防サービス事業者に対する勧告・公表・措置命令（第 115条の 8） 

（指定取消・指定の効力停止） 

＊指定居宅サービス事業者の指定取消・指定の効力停止（第 77条） 

＊指定居宅介護支援事業者の指定取消・指定の効力停止（第 84条） 

＊指定介護老人福祉施設の指定取消・指定の効力停止（第 92条） 

＊介護老人保健施設の許可取消・許可の効力停止（第 104条） 

＊指定介護療養型医療施設の指定取消・指定の効力停止（第 114条(旧法)） 

＊指定介護予防サービス事業者の指定取消・指定の効力停止（第 115条の 9） 

 

《老人福祉法》 

（報告徴収・立入検査等） 

 ＊老人居宅生活支援事業者、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人介護支援センター

設置者、養護老人ホーム・特別養護老人ホームの施設長等に対する報告徴収・立入検査等（第 18条） 

（指定取消・指定の効力停止） 

 ＊養護老人ホーム・特別養護老人ホーム設置者に対する事業停止命令・廃止命令・認可取消（第 19条） 
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様式１ 指定介護サービス事業者　事故報告書　（事業者→市町）
平成 25 年 10 月 2 日

（発生後３日以内に報告）

　 市 町 あて
　 法人名 社会福祉法人　　長寿社会

事業所（施設）名 長寿社会

責任者名 長寿　一郎 印

介護老人福祉施設 生活相談員　　　　　香川　　太郎

高松市番町4丁目1番10号 (087)832-3268 　　　　

香川　　花子 年齢： 88 性別： 女

Ａ Ⅲ 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 22 年 3 月 12 日

高松市番町4丁目1番10号 香川市

25 年 10 月 1 日 （　 火 ） 4 時 30 分 頃

✓ 居室 廊下 食堂等ホール トイレ その他（　　　　　　　　　　） 　　　　

浴室・脱衣室 駐車場 道路上 玄関 　　　　　　　

✓ 転倒 転落 感染 介護中の負荷 職員の法令違反、不祥事 　　　　

誤嚥 異食 殴打 無断外出 その他（　　　　　　　） 　　　　　　　

✓ 骨折（大腿骨） 打撲・捻挫・脱臼 外傷（　　　　　　） 職員の法令違反、不祥事 　　　　

肺炎 感染症 その他(           ) 死亡（死亡年月日：平成　　　　年　　　　月　　　　日）

介護中 ✓ 利用者単独時 職員の目視可能 その他 （ ）

状況

対応内容

ケアプランでの対応 ✓ 有 無

2時　巡回時眠っていた。

4時　　　　　　　

4時10分　看護職員に電話連絡。患部の安静保持とクーリングの指示あり。

4時40分　看護職員が出勤し状態確認、右股関節の腫脹がみられ、骨折の可能性も大きい。

4時45分　看護職員が医師に連絡し、朝に受診するように指示あり

8時　　　   ○○病院受診する

有（連絡時間　　 時 分） （ 搬送時間 時 分） ✓ 無

治療した医療機関名、住所等 ○○病院

受診 ✓ 入院

レントゲン検査の結果、右大腿骨頸部骨折の診断あり。10月4日手術予定

香川市介護保険課

様式記載例

第１報

事業所番号 12345

7時　看護師から長男へ連絡。4時にベッド横で尻もちをついたような体位で転倒しており、骨折の可能性もあるため病院
受診する旨伝える。

ナースコールを押すことを遠慮したのかも知れませんね。

要介護度認知症高齢者の日常生活自立度

保　険　者　名

歩行器使用し歩行していた。ＡＤＬは自立していたが、最近歩行時のフラツキがみられていた。既往症に、高血
圧、糖尿病、骨粗鬆症があり、円背がみられていた。

緊急搬送の有無・時間

家
族
へ
の
説
明

説明の状況、内容

家族の
意見、指摘等

連絡済の関係機関

歩行時のフラツキがみられ始めたため、歩行時の見守りと夜間はナースコールを押してもらいトイレへ付き
添っていた。

４
　
事
故
発
生
時
の
対
応

診断・治療の概要

発   生　 日 　時

事故の内容

サービス提供開始日

住　　　　   　　　所

日常生活自立度等 障害高齢者の日常生活自立度

被 保 険 者 番 号

氏名・年齢・性別

所      在      地

１
事
業
所

電話番号

記載者職・氏名

　
３
　
事
故
の
概
要

事故前の利用者
の状況

発生状況

事故の種別

２
対
象
者

（複数の場合は最も症状の重いもの）

（複数の場合は最も症状の重いもの）

4時　居室より物音が聞こえ、訪室。ベッド横で尻もちをついたような体位で転倒しているのを発見。
　　　本人が「歩行器を使わずトイレへ行こうとして転んだ。」と言われる。

　発見後すぐに他の職員に連絡し、ベッドに移動。バイタル測定実施（熱36.8℃、脈72、血圧138/70、Ｓｐｏ2
97％）。右大腿部～股関節にかけて痛みの訴え軽度あり。

香川

発  生   場   所

事故の原因

対処の仕方

サ ー ビ ス 種 類
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様式２ 指定介護サービス事業者　事故報告書　（事業者→市町）
平成 25 年 10 月 6 日

（発生後２週間以内に報告）

　 市 町 あて
　 法人名 長寿社会

事業所（施設）名 長寿社会

サービス種別 介護老人福祉施設

責任者名 長寿　一郎 印

連絡先 (087)832-3268 所在市町名 香川 市町

記載者職・氏名 生活相談員　　　　　香川　　太郎

香川　　花子 年齢： 88

発生日：　　　　25 年　　　10  　月　　　 １ 　日 第１報報告日：　　　 25　年　　　10 　月　　　 　2 日

有→（対応内容を具体的に） （ ）

無 ✓ 未交渉

検討日時 25 年 10 月 5 日

7 人 職種 施設長、介護支援専門員、生活相談員、栄養士、看護職員、介護職員、機能訓練指導員

有 無 ✓ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）退院後に変更予定 ）

１　介護サービス提供中に事故が発生した場合に、様式１については、事故後発生後３日以内に保険者に提出してください。

２　様式２については、詳細な経過及び再発防止への対応改善策等を記載して事故発生後2週間以内に保険者に提出してください。

３　記載しきれない場合は、記載欄の幅の変更や任意の別紙に記載し、資料があれば添付してください。

様式記載例

第２報

利用者の状況

香川

３
再
発
防
止
策

利用者の行動
（本人要因）

職員の対応
(職員要因)

設備等
（環境要因）

事
業
所
全
体
で
の
対
応

家族等の反応

右大腿骨頸部骨折のため、10月4日骨接合術施行。術後の経過は良好であるが、入院により認知症状が悪化している。

今後対応予定の
内容

（実施予定年月日）

ケアプランの変更

原
因
分
析

対応済みの内容

利
用
者
個
人
へ
の
対
応

対応済みの内容

今後対応予定の
内容

（実施予定年月日）

検討会参加の職種・人数

２
　
事
故
発
生
後
の
対
応

１
対
象
者

（病状・経過、その他状
況）

対象者氏名・年齢

事故発生日・報告日

損害賠償等の状況

夜間自分でトイレへ行こうとして転倒したようですが、認知症状も悪化していて、転倒さえしなければと悔やまれます。

職員が危険予測ができるように、研修の実施。
居室での歩行器の設置場所の確認。

見守りが必要な入所者の排泄パターンの把握。
歩行器歩行されている方の、居室の見直しや環境整備。
遠慮なく、職員に声をかけてもらえる環境作りに努める。
　　（平成25年10月30日までに実施予定）

歩行器使用し歩行は自立していたが、最近歩行時のフラツキがみられていた。
歩行器を使用していなかった。
夜間ナースコールを押してもらい、トイレへ付き添っていたが、職員に遠慮してコールを押さなかったようである。

「トイレへ行く時はコールを押してくれるだろう。」というリスクに対する意識の薄れがあった。

入院中のため、退院後に対応を実施する。

トイレに近い居室に変更。
本人の状態を考慮し、夜間ポータブルトイレの設置やセンサーマット設置を検討する。
排泄パターンを把握し、早めにトイレ誘導の声かけを行う。
機能訓練の実施。
　（退院後に実施予定）

居室は電気を点けておらず、暗かった。
歩行器がベッドから少し離れたところに置いてあった。また、居室からトイレまで、距離があった。
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実地指導にあたり、医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第

31条の解釈について（平成 17年７月 26日医政発第 0726005号）共通事項 

 

（別紙）５   

患者の状態が以下の３条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認し、

これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族に伝

えている場合に、事前の本人又は家族の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あ

らかじめ薬袋等により、患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は歯科医

師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を尊重した医薬品の使

用を介助すること。具体的には、皮膚への軟膏の塗布（褥瘡の処置を除く。）、皮膚への

湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内服薬の内服（舌下錠の使用も含む。）、肛門

からの座薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。 

①患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること 

②副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経

過観察が必要である場合ではないこと 

③内服薬については誤嚥の可能性、座薬については肛門からの出血の可能性など、当該

医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと 

 

注５ 上記５に掲げる医薬品の使用の介助が福祉施設等において行われる場合には、看

護職員によって実地されることが望ましく、また、その配置がある場合には、その指

導の下で実地されるべきである。 

 

【指導・確認方法】 

１ 下線部分について、上記３条件を満たし、具体的な依頼があったことを、第三者（家

族含む）が記録等で確認できるようにすること。方法としては、事業所の業務手順

にもより個々の対応が考えられるが、各種計画又はサービス提供の記録等に記載す

ることや同意書の整備等も考えられる。記録内容には、①日付（時間の有無は、事

業所判断で可）、②誰が３条件の確認を行ったか、③誰からの依頼があり、誰に説

明を行ったかが記載されていること。 

２ 服薬指導、保健指導・助言を尊重した介助を実施していることが書類等で確認でき

るようにしておくこと。 

３ 処方薬の変更・状態の変化等があれば、再度上記の内容を確認する等、適切な手続

きを行うこと。 

 

                             Ｈ23．10．14 作成 
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身体拘束と高齢者虐待 
平成12年の介護保険制度の施行時から、高齢者が他者から不適切な扱いにより権利

を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態に置かれることは許さ

れるものではなく、「生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き」身

体拘束は、原則としてすべて高齢者虐待に該当する行為と考えます。 

（「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」厚生労働省老健局 平成 18 年４月より） 

身体拘束の具体例 

●徘徊しないよう、車いすやベッドにひも等でしばる 

●自分で降りられないよう、ベッドを柵(サイドレール)で囲む 

●行動を落ち着かせるために､向精神薬を過剰に服用させる 

●脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる 

●点滴、経管栄養等のチューブを抜かないようミトン型の手袋をつけるなど 

 

養介護施設従事者等による高齢者虐待 

老人福祉法及び介護保険法に規定する養介護施設、養介護事業の業務に従事する職員

が行う虐待行為です。 

 

高齢者虐待の種別 

 養介護施設 養介護事業 

老人福祉法による規定 ・老人福祉施設 

・有料老人ホーム 

・老人居宅生活支援事業 

介護保険法による規定 ・介護老人福祉施設 

・介護老人保健施設 

・介護療養型医療施設 

・地域密着型介護老人福祉施設 

・地域包括支援センター 

・居宅サービス事業 

・地域密着型サービス事業 

・居宅介護支援事業 

・介護予防サービス事業 

・地域密着型介護予防サービス事業 

・介護予防支援事業 

身体的虐待 暴力的行為や外部との接触を意図的に遮断する行為 

介護・世話の放棄 世話を放棄し、身体・精神状態を悪化させる 

心理的虐待 言葉や威圧的な態度で、精神的、情緒的苦痛を与える 

性的虐待 本人合意されていない性的行為又はその強要 

経済的虐待 本人合意なしに金銭の使用又は制限 

虐待に対する、本人・虐待者の自覚は問いません 
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養介護施設や従事者等の責務と義務 

施設・事業所の取り組み 

●養介護施設従事者等の研修を実施すること 

●利用者や家族からの苦情処理体制を整備すること 

●その他高齢者虐待の防止等のための措置を講じること 

（高齢者虐待防止法第20 条） 

 

従業者等の責務 

高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、早期発見に努めなければなりま

せん。                      （高齢者虐待防止法第５条第１項） 

●●●高齢者虐待のサイン●●● 

・不審な身体のあざや傷がみられる 

・急におびえたり恐ろしがったりする 

・寝具や衣服が汚れたままである 

・居室が極めて非衛生的な状況になっている 

・明らかに病気であるのに医師の診察を受けていない など 

 

従業者等の義務 

自分が働く施設等で養介護施設従事者等による虐待を受けたと思われる高齢者を発

見した場合は、速やかに市町村に通報しなければなりません。  

（高齢者虐待防止法第21 条第1 項） 

●通報を行うことは守秘義務違反にはあたりません。 

（高齢者虐待防止法第21 条第６項） 

●通報したことによる不利益な取扱い(解雇、降格、減給など)は禁止されています。 

（高齢者虐待防止法第21 条第７項） 
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「香川県社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例」について 

       

          

１ 条例で定める基準 

○ 特別な定めのあるものを除き（２を参照）、左欄に掲げる社会福祉施設等の区分に応じ、それぞれ

同表の右欄に掲げる法令に規定する基準をもってその基準としている。 

 

 社会福祉施設等  法令   

 10 介護保険法第 41条第１項に規定

する指定居宅サービスの事業及び同

法第 42条第１項第２号に規定する基

準該当居宅サービスの事業  

指定居宅サービス等の事業の人員、設

備及び運営に関する基準（平成 11年厚

生省令第 37号）  

 

 10の２  介護保険法第 46条第 1項に規

定する指定居宅介護支援の事業及び

同法第 47条第 1項第 1号に規定する基

準該当居宅介護支援の事業  

指定居宅介護支援等の事業の人員及

び運営に関する基準（平成 11年厚生省

令第 38号）  

 

 12 介護保険法第 53条第１項に規定

する指定介護予防サービスの事業

及び同法第 54条第１項第２号に規

定する基準該当介護予防サービス

の事業  

指定介護予防サービス等の事業の人

員、設備及び運営並びに指定介護予防

サービス等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準（平

成 18年厚生労働省令第 35号）  

 

 

 

２ 県の独自基準（特別な定めのあるもの） 

 

（１） 非常災害対策に関する具体的な計画の概要の掲示 

（非常災害対策に関する具体的な計画の概要の掲示） 

第４条 社会福祉施設等の設置者等（設置者若しくは開設者又は当該事業を行う者をいう。以下   

同じ。）は、非常災害対策に関する具体的な計画を作成し、施設又は事業所の見やすい場所に、

その概要を掲示しなければならない。 

 

○ 非常災害に対応するため、基準省令等において、消防計画のみならず風水害、地震等の災害に対処

するための計画も含めて、非常災害に関する具体的な計画を策定することとされている。 

  具体的な計画の策定に当たっては、事業所や利用者の居宅が、津波、高潮、洪水、土砂災害などの

自然災害の予想される区域内にあるかどうかなど、事業所や利用者の居宅が所在している市町の地域

防災計画を確認し、必要な対策に関しては、市町担当者との意見交換等により、詳細に検討しておく

必要がある。 

 

（検討が必要と思われる事項） 

  ・災害の恐れのある場合の情報の取得方法    ・災害時の連絡先及び通信手段の確認 

  ・避難を開始する時期、判断基準        ・避難場所、避難経路、避難方法の確認 

  ・関係機関との連絡体制            ・備蓄物資の検討 

  ・職員等の行動計画及び当該行動計画について職員、利用者等への周知の徹底                 

など 

 

《参考》 

 ・災害危険箇所に関する情報 

   香川県ホームページ（香川県防災・国民保護情報） 

   http://www.bousai-kagawa.jp/ 
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○ 県では、「高齢者施設における防災マニュアル作成の手引き」（平成 28年 12月改定）を作成してい

るので、御活用ください。 

  ・防災マニュアル作成の手引きは、「かがわ介護保険情報ネット」に掲載している。 

   http://www.pref.kagawa.jp/choju/kaigo/jigyosya/risk-management/bousai.html 

 

（Ｑ＆Ａ） 

○ 概要とはどのようなものか。 

立地環境などから想定される非常災害の内容、避難場所、避難経路、避難方法など、計画の骨子が

記載されたものである。 

 

○ 掲示の方法はどのようにすればよいか。 

施設や事業者の見えやすい場所に概要や計画等を掲示することが望ましいが、スペースの制約があ

る場合などは計画等を受付などに備えて自由に閲覧できるようにしておくこと。 

 

○ 居宅サービス事業では、計画にどのような内容を盛り込めばよいのか 

それぞれのサービス特性によって、盛り込むべき内容は異なってくる。基本的には、利用者の安全

確保のために、非常災害時に円滑な活動ができるようにするように定めるものである。例えば、訪問

系サービスであれば、非常災害の内容に応じて、利用者毎の避難計画や事業所の連絡体制などを記載

しておくことが必要である。 

 

○ 居宅介護支援事業では、計画にどのような内容を盛り込めばよいのか。 

居宅介護支援であれば、非常災害の内容に応じて利用者毎の避難支援（あらかじめ民生委員等に避

難支援をお願いしておくなど）、安否確認方法や避難先での生活継続の可否の判断及び対応の手順な

どを記載しておくことが必要である。 

 

 

（２） 非常災害時の連携協力体制の整備 

（非常災害時の連携協力体制の整備） 

第５条 社会福祉施設等の設置者等は、非常災害時の入所者又は利用者（以下「入所者等」とい 

う。）の安全の確保を図るため、あらかじめ他の社会福祉施設等相互間の及び県、市町、関係機

関、地域住民等との連携協力体制を整備するよう努めなければならない。 

 

（参考） 

○ 県では、携帯電話のメール送受信を活用した「社会福祉施設等被害状況確認システム」を導入して

います。 

  このシステムは、地震・台風などの災害時に、被害状況の確認メールを、あらかじめ登録いただい

た施設、居住系・通所系サービス事業所の代表者の携帯電話へ、県から一斉配信し、利用者や建物の

被害状況について返信してもらうことで、県と市町が被害状況を一元的に把握できるというものです。 

 

  本システムを有効に活用するために、御理解と御協力をお願いします。 

  なお、システム登録等の手続きは、「かがわ介護保険情報ネット」に掲載しています。 

   http://www.pref.kagawa.jp/choju/kaigo/jigyosya/risk-management/bousai.html 

 

（Ｑ＆Ａ） 

○ 関係機関、地域住民等との連携協力体制の整備とは具体的にどのようなものか。 

地元自治会との相互援助協定の締結や、地域で実施される防災訓練に施設としての参加、地域住民

に施設の防災訓練に参加してもらうなどが考えられる。また、訪問系居宅サービス事業においては、

特に、緊急時の対応として、近隣住民や自主防災組織、消防団との協力体制を確保しておくことが重

要である。 
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（３） 研修の実施及び研修の機会の確保 

（研修の実施及び研修の機会の確保） 

第６条 社会福祉施設等の設置者等は、職員又は従業者の資質の向上のために、毎年具体的な研修

計画を作成し、当該研修計画に基づき全ての職員又は従業者に対して研修を実施し、当該研修の

結果を記録するほか、職員又は従業者の研修の機会を確保しなければならない。 

 

（Ｑ＆Ａ） 

○ 社会福祉施設等が行う研修には、どのようなものが想定されるか。 

老人福祉法、介護保険法等の運営基準に示されているとおり、感染症及び食中毒の予防及びまん延

の防止のための研修や事故発生の防止のための研修は実施しなければならない。また、その他にも適

切なサービスが提供できるよう、従業者の資質向上のために施設の実情に合った研修を実施する。 

 例えば、高齢者を理解するため、加齢による身体機能や精神面の変化・認知症等を理解するため

の研修、高齢者に提供する適切な介護技術、高齢者の権利擁護、高齢者虐待や身体拘束廃止等の研修

である。 
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（４） 記録の整備 

 

 

第３条  

２ 前項の規定により同項の法令に規定する基準を社会福祉施設等の基準とするに当たっては、本

県の実情を考慮して、同項の法令のうち別表第２の第１欄に掲げる法令の同表の第２欄に掲げ

る規定中同表の第３欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第４欄に掲げる字句とする。 

 

別表第２（第３条関係）   

 第１欄  第２欄  第３欄  第４欄   

 指定居宅サ

ービス等の

事業の人員、

設備及び運

営に関する

基準  

第 39条第２項、第 53条

の２第２項、第 73条の

２第２項、第 82条の２

第２項、第 90条の２第

２項、第 104条の３第

２項、第 118条の２第

２項、第 139条の２第

２項、第 154条の２第

２項、第 191条の３第

２項、第 192条の 11第

２項、第 204条の２第

２項及び第 215条第２

項   

２年間  ５年間   

  

 指定居宅介

護支援等の

事業の人員

及び運営に

関する基準  

第 29条第２項  ２年間  ５年間   

 指定介護予

防サービス

等の事業の

人員、設備及

び運営並び

に指定介護

予防サービ

ス等に係る

介護予防の

ための効果

的な支援の

方法に関す

る基準  

第 54条第２項、第 73条

第２項、第 83条第２

項、第 92条第２項、第

122条第２項、第 141条

第２項、第 194条第２

項、第 244条第２項、

第 261条第２項、第 275

条第２項及び第 288条

第２項  

２年間  ５年間   

 

 
（Ｑ＆Ａ） 
○ 保存期間の起算時期であるサービス提供の完結の日とはいつのことか。 

完結の日とは、利用者との契約の終了日ではなく、それぞれの書類ごとに、その書類と使わなくな
った日とする。基本的には、介護報酬の過払いの場合の返還請求権が５年であることから保存期間を
５年に延長した趣旨を踏まえ、サービス提供の完結の日とは、返還請求権の時効の起算日と同様に、
事業者が介護報酬を受け取った日の翌日とする。ただし、５年は最低基準を定めたものであり、施設
運営やサービス提供上必要となる記録については、延長して保存することが可能である。 
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（５） 業務の質の評価 

 

（業務の質の評価等） 
第８条 社会福祉施設等（別表第１の１の項に掲げる施設のうち、児童福祉法第７条第１項の乳児
院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設（次項に
おいて「乳児院等」という。）並びに同表の２の項、３の項、７の項、９の項から13の項まで、
14の項（障害福祉サービス事業に限る。）及び15の項から17の項までに掲げる社会福祉施設等を
除く。）の設置者等は、自ら当該社会福祉施設等に係る業務の質の評価を行い、常にその改善を
図るよう努めなければならない。 

２ 社会福祉施設等（乳児院等を除く。）の設置者等は、当該社会福祉施設等に係る業務の一層の
改善を進めるため、定期的に外部の者による評価を受けるよう努めなければならない。 

 

（Ｑ＆Ａ） 
○ 外部の者による評価とは、どのような方法があるのか。 

例えば、各市町が実施している介護相談員制度の活用や第三者委員に評価を依頼するなどの方法で
提供するサービスの質の向上を図るための評価を定期的に実施することなどが考えられる。 

 

（６） 給食における地産地消の推進 

 

（給食における地産地消の推進）  
第９条  社会福祉施設等の設置者等は、食事を提供する場合は、入所者等の特性に

配慮しつつ、県内で生産された農林水産物及びこれらを県内で加工した食品（当
該食品を原材料とするものを含む。）を積極的に使用するよう努めなければなら
ない。  

 

（Ｑ＆Ａ） 

○ 県産品を積極的に使用する取組みとして、どのようなものがあるか。 
献立に県産品使用の割合を増やす取組み、地産地消の日を設定するなどして、県産食材を可能な限

り使用した食事、県の特産品を使用した食事、地域の伝統食を提供する機会を増やす取組みなどが考
えられる。 
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24 長寿第 63904 号 

平成 25 年 3 月 28 日 

 

社会福祉施設等設置者 殿 

 

                                                 

香川県健康福祉部長 

 

社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等について 

 

 香川県社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例（平成 24 年香川県条

例第 52 号。以下「条例」という。）については、平成 24 年 10 月 12 日をもって公布され、

平成 25 年 4 月 1日より施行されます。その運用に当たっては、次のことに留意し、適切に

対応してください。 

 

記 

 

１ 条例基準についての運用 

  条例の基準については、条例第３条の規定により、各社会福祉施設等の区分に応じ、

それぞれ条例別表第１に掲げる法令に規定する基準をもってそれぞれの基準としており、

その内容には同表に掲げる法令に規定する基準の運用のために厚生省及び厚生労働省等

から発出された通知文書等において示されている内容をそれぞれの基準の解釈等とする

ものであるので、これを踏まえて、当該施設等は適正な事業運営をすること。 

 

２ 本県独自基準についての運用 

  条例において本県独自に設定した基準については、上記１のほか、運用上の留意事項

を別紙のとおり定めたので、別紙の留意事項を十分確認の上、適正な事業運営をするこ

と。 
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（別紙） 

 

１ 非常災害対策に関する具体的な計画の概要の掲示（条例第４条） 

「非常災害対策」の規定に、非常災害に関する具体的計画の策定の規定があるが、入

所者等の安全確保及び周知徹底を図り、非常災害時に円滑な活動ができるようにするた

め、策定した具体的な計画の概要を施設内に掲示することを義務付けたものであること。 

 

２ 非常災害時の連携協力体制の整備（条例第５条） 

社会福祉施設等が、非常災害時に入所者等の安全の確保を図るためには、近隣住民や

消防団、他の社会福祉施設等との日常の連携を密にするとともに、緊急時の応援、協力

体制を確保することが重要であるため、連携協力体制を整備するよう努めなければなら

ないものであること。 

 

３ 研修の実施及び研修機会の確保（条例第６条） 

介護保険施設等の現行基準のうち「勤務体制の確保等」において、研修の機会の確保

に関する規定があるが、虐待防止の観点も踏まえ、職員の資質向上を図るため、計画的

な人材育成の仕組みを義務付けたものであること。 

 

４ 記録の整備等（条例第７条、別表第 1及び別表第２） 

児童福祉施設、保護施設及び婦人保護施設については、入所者等の処遇又はサービス

の提供に関する記録等を整備し、５年間保存しなければならないこと。保存する記録等

については、規則で定めるものであること。 

また、介護保険施設等の記録等の保存期間について、現行基準では２年であるが、公

法上の債権として地方自治法第 236 条第 1 項の規定などを踏まえ、介護報酬等の適正な

取扱いやサービスの向上等の観点から、５年に延長するものであること。 

  なお、他の法令等により、保存期間の定めがあるものについては、それぞれの規定に

従う必要がある。 

 

５ 業務の質の評価等（条例第８条） 

社会福祉施設等において、提供するサービスの質の向上を図るため、施設等が業務の

質を自ら評価するとともに、定期的に外部の者の評価を受けて、常に業務改善を図るよ

う努めなければならないものであること。 

なお、定期的に外部の者による評価を受けることについては、福祉サービス第三者評

価事業が有効な手段の一つであると考えるが、サービス第三者評価事業に限定するもの

ではないこと。 

 

６ 給食における地産地消の推進（条例第９条） 

  給食における地産地消の推進については、食事を提供する場合は、入所者等の年齢や

心身の状態、嗜好等の特性に配慮しながら、地域の旬の食材など県内で生産された農林
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水産物・加工食品を積極的に使用するよう努めることにより、入所者等へのサービスの

質の向上を求める趣旨であること。 

 

７ 特別養護老人ホームの居室定員（別表第２） 

現行の「４人以下」から「１人」に省令基準が改正されたが、入所者に多床室入所の

希望があることを踏まえ、居室の入所の選択を狭めない観点から、「４人以下」と定めた

ものであること。 

なお、居室定員を２人以上とする場合には、入所者の希望を踏まえるとともに、プラ

イバシーの確保のための配慮を行うこと。 

 

８ ユニット型施設の入居定員（別表第２） 

基準の明確化の観点から、省令基準の「おおむね」を削除して「１０人以下」と定め

たものであること。 

 

９ 保護施設等における秘密保持等（条例第１０条） 

（１）条例第１０条第１項は、保護施設等の職員に、その業務上知り得た入所者等又はそ

の家族の秘密の保持を義務付けたものであること。 

（２）同条第２項は、保護施設等の設置者に対して、過去に当該保護施設等の職員であっ

た者が、その業務上知り得た入所者等又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必

要な措置を取ることを義務付けたものであり、具体的には、保護施設等の設置者は、

当該保護施設等の職員が職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨

を、職員の雇用時等に取り決め、例えば違約金についての定めを置くなどの措置を講

ずべきこととするものであること。 

 

10 保護施設における勤務の体制の確保等（条例第１１条） 

（１）条例第１１条第１項は、保護施設ごとに、原則として月ごとに勤務表を作成し、職

員の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、作業指導員、介護職員及び看護職員等の配

置、管理者との兼務関係等を明確にすることを定めたものであること。 

（２）同条第２項は、職員の勤務体制を定めるにあたっては、可能な限り継続性を重視し、

救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準（昭和

41 年 7 月 1 日厚生省令第 18 号）第 16 条、第 20 条、第 27 条及び第 32 条の規定を踏

まえ、それぞれの施設が担う生活指導等の視点に立った処遇を行わなければならない

こととしたものであること。 

 

11 保護施設における事故発生の防止及び発生時の対応（条例第１２条） 

（１）事故発生の防止のための指針（第１項第１号） 

保護施設が整備する「事故発生の防止のための指針」には、次のような項目を盛り

込むこととすること。 

  ① 施設における処遇事故の防止に関する基本的考え方 

  ② 処遇事故の防止のための委員会その他施設内の組織に関する事項 
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  ③ 処遇事故の防止のための職員研修に関する基本方針 

  ④ 施設内で発生した処遇事故、処遇事故には至らなかったが処遇事故が発生しそうに

なった場合（ヒヤリ・ハット事例）及び現状を放置しておくと処遇事故に結びつく

可能性が高いもの（以下「処遇事故等」という。）の報告方法等の処遇に係る安全の

確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針 

  ⑤  処遇事故等発生時の対応に関する基本方針 

  ⑥ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

  ⑦ その他処遇事故等の発生の防止の推進のために必要な基本方針 

（２）事実の報告及びその分析を通じた改善策の職員に対する周知徹底（第１項第２号） 

保護施設が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、処遇事故等に

ついて、施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決し

て職員の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要であること。 

具体的には、次のようなことを想定している。 

① 処遇事故等について報告するための様式を整備すること。 

 ② 直接処遇職員その他の職員は、処遇事故等の発生ごとにその状況、背景等を記録す

るとともに、①の様式に従い、処遇事故等について報告すること。 

 ③ ②により報告された事例を集計し、分析すること。 

④ 事例の分析に当たっては、処遇事故等の発生時の状況等を分析し、処遇事故等の発

生原因、結果等をとりまとめ、防止策を検討すること。 

  ⑤ 報告された事例及び分析結果を職員に周知徹底すること。 

  ⑥ 防止策を講じた後に、その効果について評価すること。 

（３）事故発生の防止のための従業者に対する研修（第１項第３号） 

   直接処遇職員その他の職員に対する事故発生の防止のための研修の内容としては、

事故発生防止の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該保護施設

における指針に基づき、安全管理の徹底を行うものとする。 

 職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該保護施設が指針に基づいた研修

プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時

には必ず事故発生の防止の研修を実施することが重要であること。 

 また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、職員

研修施設内での研修で差し支えないこと。 

（４）事故発生時の対応（第２項及び３項） 

保護施設は、入所者等の日常生活や処遇上に事故が発生した場合は、速やかに市町、

当該入所者等の家族等に対して連絡を行う等の必要な措置を講ずべきこととするとと

もに、事故の状況及び事故に際して採った措置について記録し、また、入所者等に対

し賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならないこと。 

   なお、条例第７条の規定に基づき、事故の状況及び事故に際して採った措置につい

ての記録は、５年間保存しておかなければならないこと。 

（５）損害賠償（第４項） 

  保護施設は、賠償すべき事態となった場合には、速やかに賠償しなければならない。

そのため、損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましいこ
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と。 

 

12 保護施設等における身体拘束等の禁止（条例第１３条） 

（１）条例第１３条第１項は、入所者等又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならないこととしたものである

こと。 

（２）同条第２項は、緊急やむを得ない場合に身体拘束等を行う場合にあっても、その態

様及び時間、その際の入所者等の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならないこととしたものであること。 

なお、条例第７条の規定に基づき、入所者等又は他の入所者等の生命又は身体を保

護するため緊急やむを得ない場合に身体拘束等を行う場合に行った身体拘束等の態様

及び時間、その際の入所者等の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由についての記

録は、５年間保存しておかなければならないこと。 
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２５長寿第６３６０４号 

平成２６年３月２８日 

 

 

社会福祉施設等設置者 殿 

 

 

香川県健康福祉部長 

 

 

「香川県社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例（平成 

２４年香川県条例第５２号）」の一部改正について 

 

 

 「香川県社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例（平成

２４年香川県条例第５２号）」（以下「条例」という。）については、別添新旧対

照表のとおり一部改正され、平成２６年４月１日から施行されます。その運用

に当たっては、次のことに留意し、適切に対応してください。 

 

記 

 

１ 条例基準についての運用 

  条例で定める基準に、介護保険法第４６条第１項に規定する指定居宅介護

支援の事業及び同法第４７条第１項第１号に規定する基準該当居宅介護支援

の事業（以下「居宅介護支援等の事業」という。）に関する基準を追加した。 

居宅介護支援等の事業の基準については、条例第３条の規定により、「指定

居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３

８号）」を基準としており、その内容には当該基準の運用のために厚生省及び

厚生労働省等から発出された通知文書等において示されている内容をそれぞ

れの基準の解釈等とするものであるので、これを踏まえて、適正な事業運営を

すること。 

 

２ 本県独自基準についての運用 

居宅介護支援等の事業に関し、条例において本県独自に設定した基準につい

ては、上記１のほか、運用上の留意事項を別紙のとおり定めたので、別紙の留

意事項を十分確認の上、適正な事業運営をすること。 
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（別紙） 

 

１ 非常災害対策に関する具体的な計画の概要の掲示（条例第４条） 

  非常災害対策に関する具体的な計画を作成し、利用者等の安全確保及び周

知徹底を図り、非常災害時に円滑な活動ができるようにするため、その計画の

概要を事業所内に掲示することを義務付けたものであること。 

 

２ 非常災害時の連絡協力体制の整備（条例第５条） 

非常災害時に利用者等の安全の確保を図るためには、近隣住民や消防団、他

の社会福祉施設等との日常の連携を密にするとともに、緊急時の応援、協力体

制を確保することが重要であるため、連携協力体制を整備するよう努めなけれ

ばならないものであること。 

 

３ 研修の実施及び研修機会の確保（条例第６条） 

  現行基準において、研修の機会の確保に関する規定があるが、職員の資質

向上を図るため、計画的な人材育成の仕組みを義務付けたものであること。 

 

４ 記録の整備等（条例別表第２） 

  保存期間について、現行基準では２年であるが、公法上の債権として地方

自治法第２３６条第１項の規定などを踏まえ、介護報酬等の適正な取扱いやサ

ービスの向上等の観点から、５年に延長するものであること。 

  なお、他の法令等により、保存期間の定めがあるものについては、それぞ

れの規定に従う必要がある。 

 

５ 業務の質の評価等（条例第８条） 

  提供するサービスの質の向上を図るため、現行基準にある業務の質を自ら

評価することに加えて、定期的に外部の者の評価を受けて、常に業務改善を図

るよう努めなければならないものであること。 

  なお、定期的に外部の者による評価を受けることについては、福祉サービ

ス第三者評価事業が有効な手段の一つであると考えるが、サービス第三者評価

事業に限定するものではないこと。 
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香川県条例第４号                                                       

香川県社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例の一部を改正する条例 

香川県社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例（平成24年香川県条例第52号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第1 6 4号）第21条の５の４

第１項第２号、第21条の５の15第２項第１号（同法第21条の５の16第４項

及び第24条の９第２項（同法第24条の10第４項において準用する場合を含

む。）において準用する場合を含む。第16条第１号において同じ。）、第

21条の５の18第１項及び第２項、第24条の12第１項及び第２項並びに第45

条第１項、生活保護法（昭和25年法律第1 4 4号）第39条第１項、社会福祉 

法（昭和26年法律第45号）第65条第１項、老人福祉法（昭和38年法律第 

1 3 3号）第17条第１項、介護保険法（平成９年法律第1 2 3号）第42条第１

項第２号、第47条第１項第１号、第54条第１項第２号、第70条第２項第１

号（同法第70条の２第４項において準用する場合を含む。第16条第２号に

おいて同じ。）、第74条第１項及び第２項、第79条第２項第１号（同法第 

79条の２第４項において準用する場合を含む。第16条第２号において同じ。）、 

第81条第１項及び第２項、第86条第１項、第88条第１項及び第２項、第97

条第１項から第３項まで、第1 1 5条の２第２項第１号（介護保険法施行令

（平成10年政令第4 1 2号）第35条の11の規定により同法第70条の２第４項

の規定を読み替えて準用する場合を含む。第16条第２号において同じ。）

並びに第1 1 5条の４第１項及び第２項、障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律（平成17年法律第1 2 3号）第30条第１項第２

号イ、第36条第３項第１号（同法第37条第２項、第38条第３項（同法第39

条第２項及び第41条第４項において準用する場合を含む。）及び第41条第

４項において準用する場合を含む。第16条第３号において同じ。）、第43

条第１項及び第２項、第44条第１項及び第２項、第80条第１項並びに第84 

条第１項並びに健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号） 

附則第1 3 0条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた

同法第26条の規定による改正前の介護保険法（以下「平成18年旧介護保険

法」という。）第1 1 0条第１項及び第２項の規定に基づき、社会福祉施設

等の人員、設備、運営等の基準（以下「基準」という。）等に関し必要な

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第1 6 4号）第21条の５の４

第１項第２号、第21条の５の15第２項第１号（同法第21条の５の16第４項

及び第24条の９第２項（同法第24条の10第４項において準用する場合を含

む。）において準用する場合を含む。第16条第１号において同じ。）、第

21条の５の18第１項及び第２項、第24条の12第１項及び第２項並びに第45

条第１項、生活保護法（昭和25年法律第1 4 4号）第39条第１項、社会福祉 

法（昭和26年法律第45号）第65条第１項、老人福祉法（昭和38年法律第 

1 3 3号）第17条第１項、介護保険法（平成９年法律第1 2 3号）第42条第１

項第２号、第54条第１項第２号、第70条第２項第１号（同法第70条の２第

４項において準用する場合を含む。第16条第２号において同じ。）、第74

条第１項及び第２項、第86条第１項、第88条第１項及び第２項、第97条第

１項から第３項まで、第1 1 5条の２第２項第１号（介護保険法施行令（平

成10年政令第4 1 2号）第35条の11の規定により同法第70条の２第４項の規

定を読み替えて準用する場合を含む。第16条第２号において同じ。）並び

に第1 1 5条の４第１項及び第２項、障害者の日常生活及び社会生活を総合 

的に支援するための法律（平成17年法律第1 2 3号）第30条第１項第２号イ、 

第36条第３項第１号（同法第37条第２項、第38条第３項（同法第39条第２

項及び第41条第４項において準用する場合を含む。）及び第41条第４項に

おいて準用する場合を含む。第16条第３号において同じ。）、第43条第１

項及び第２項、第44条第１項及び第２項、第80条第１項並びに第84条第１

項並びに健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則

第1 3 0条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法

第26条の規定による改正前の介護保険法（以下「平成18年旧介護保険法」

という。）第1 1 0条第１項及び第２項の規定に基づき、社会福祉施設等の

人員、設備、運営等の基準（以下「基準」という。）等に関し必要な事項

を定めるものとする。 
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事項を定めるものとする。 

  

（定義）  （定義）  

第２条 略 第２条 この条例において「社会福祉施設等」とは、社会福祉に関する施設

又は事業であって別表第１の左欄に掲げるものをいう。 

  

第２章 略 第２章 社会福祉施設等の基準 

  

（基準の一般原則） （基準の一般原則） 

第３条 略 第３条 社会福祉施設等の基準は、この章に特別の定めのあるものを除くほ

か、別表第１の左欄に掲げる社会福祉施設等の区分に応じ、それぞれ同表

の右欄に掲げる法令に規定する基準をもって、その基準とする。当該法令 

の改正に伴う経過措置についても、規則で定めるものを除き、同様とする。 

 ２ 前項の規定により同項の法令に規定する基準を社会福祉施設等の基準と

するに当たっては、本県の実情を考慮して、同項の法令のうち別表第２の

第１欄に掲げる法令の同表の第２欄に掲げる規定中同表の第３欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の第４欄に掲げる字句とする。 

  

第３章 略 第３章 社会福祉施設等の指定 

  

（指定障害児通所支援事業者の指定を受けることができる者等） （指定障害児通所支援事業者の指定を受けることができる者等） 

第16条 略 第16条 次の各号に掲げる法令の規定の条例で定める者は、当該各号に定め

る法令の規定に定める者とする。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 介護保険法第70条第２項第１号、第79条第２項第１号及び第1 1 5条

の２第２項第１号 介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）第

1 2 6条の４の２、第1 3 2条の３の２及び第1 4 0条の17の２ 

(２) 介護保険法第70条第２項第１号及び第1 1 5条の２第２項第１号 介

護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）第1 2 6条の４の２及び第

1 4 0条の17の２ 

(３) 略 (３) 略 

  

別表第１（第２条、第３条、第７条、第８条、第10条、第13条、第14条、第

15条関係） 

別表第１（第２条、第３条、第７条、第８条、第10条、第13条、第14条、第

15条関係） 

 社会福祉施設等 法令   社会福祉施設等 法令  

 １～９ 略   １～９ 略  

 10 介護保険法第41条第１項に 略   10 介護保険法第41条第１項に 略  
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規定する指定居宅サービスの

事業及び同法第42条第１項第 

規定する指定居宅サービスの

事業及び同法第42条第１項第 

 ２号に規定する基準該当居宅

サービスの事業 

   ２号に規定する基準該当居宅

サービスの事業 

  

 10の２ 介護保険法第46条第１

項に規定する指定居宅介護支

援の事業及び同法第47条第１

項第１号に規定する基準該当

居宅介護支援の事業 

指定居宅介護支援等の事業の人

員及び運営に関する基準（平成

11年厚生省令第38号） 

     

 11 介護保険法第48条第１項第

１号に規定する指定介護老人

福祉施設 

略   11 介護保険法第48条第１項第

１号に規定する指定介護老人

福祉施設 

略  

 12～19 略    12～19 略   

  

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

 第１欄 第２欄 第３欄 第４欄   第１欄 第２欄 第３欄 第４欄  

 略      略     

 指定居宅サー

ビス等の事業

の人員、設備

及び運営に関 

略     指定居宅サー

ビス等の事業

の人員、設備

及び運営に関 

略    

 する基準      する基準     

 

 

指定居宅介護

支援等の事業

の人員及び運

営に関する基

準 

第29条第２項 ２年間 ５年間        

 指定介護老人

福祉施設の人

員、設備及び

運営に関する 

略     指定介護老人

福祉施設の人

員、設備及び

運営に関する 

略    

 基準      基準     

 略      略     
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   附 則 

 この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
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２５長寿第６３６０５号 

平成２６年３月２８日 

 

 

各介護保険事業者等管理者 殿 

 

 

香川県健康福祉部長寿社会対策課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に係る質問について 

 

 

香川県社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例（平成 

２４年香川県条例第５２号）については、一部改正され平成２６年４月１日か

ら施行されます。この度、一部改正に関して考えられるご質問に対する回答に

ついて、従来の回答に加筆し、別添のとおりお知らせします。 

 つきましては、介護サービス事業の運営に当たっては、別添の内容にも留意

いただき、適切な対応をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

香川県健康福祉部長寿社会対策課 

 施設サービスグループ 

 在宅サービスグループ 

ＴＥＬ：（０８７）８３２－３２６６ 

    （０８７）８３２－３２７４ 
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社会福祉施設等社会福祉施設等社会福祉施設等社会福祉施設等のののの人員人員人員人員、、、、設備設備設備設備、、、、運営等運営等運営等運営等のののの基準等基準等基準等基準等にににに係係係係るるるる質問質問質問質問にににに対対対対するするするする回答回答回答回答                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            下線部加筆箇所 

 サービス種別 基準種別 項 目 質    問 回          答 

1 
01 全サービス共
通 

3 運営 非常災害対策の
具体的計画の掲
示義務 

概要とはどのようなものか。  立地環境などから想定される非常災害の内容、避難場所、避難経路、避難方法など、計画の骨子が記載されたものである。 

2 
01 全サービス共
通 

3 運営 非常災害対策の
具体的計画の掲
示義務 

 計画とは別に概要を作成し
て掲示しなければならないの
か。 

 計画全体を掲示しても支障はない。 

3 
01 全サービス共
通 

3 運営 非常災害対策の
具体的計画の掲
示義務 

掲示の方法はどのようにす
ればよいか。 

 施設や事業者の見えやすい場所に概要や計画等を掲示することが望ましいが、スペースの制約がある場合などは計画等を
受付などに備えて自由に閲覧できるようにしておくこと。 

4 

23 居宅介護支援 3 運営 非常災害対策の
具体的計画の掲
示義務 

事務所には従業者以外の者
がいることはないが、それでも
掲示が必要か。 

 特に非常災害時には、迅速で的確な対応が求められることから、従業者への周知徹底を図り円滑な活動ができるようにす
るために、掲示を義務付けたものである。なお、上記のとおり、スペースの制約がある場合などは、計画等を自由に閲覧で
きる場所に備えておけばよいこととしている。 

5 

01 全サービス共
通 

3 運営 非常災害対策の
具体的計画の掲
示義務 

 居宅サービス事業では、計画
にどのような内容を盛り込め
ばよいのか 

 それぞれのサービス特性によって、盛り込むべき内容は異なってくる。基本的には、利用者の安全確保のために、非常災
害時に円滑な活動ができるようにするように定めるものである。例えば、訪問系サービスであれば、非常災害の内容に応じ
て、利用者毎の避難計画や事業所の連絡体制などを記載しておくことが必要である。また、居宅介護支援事業であれば、非
常災害の内容に応じて利用者毎の避難支援（あらかじめ民生委員等に避難支援をお願いしておくなど）、安否確認方法や避
難先での生活継続の可否の判断及び対応の手順などを記載しておくことが必要である。 

6 

01 全サービス共
通 

3 運営 災害時における
他 施 設 と の 連
携・相互応援体制
の構築 

 関係機関、地域住民等との連
携協力体制の整備とは具体的
にどのようなものか。 

 地元自治会との相互援助協定の締結や、地域で実施される防災訓練に施設としての参加、地域住民に施設の防災訓練に参
加してもらうなどが考えられる。また、訪問系居宅サービス事業においては、特に、緊急時の対応として、近隣住民や自主
防災組織、消防団との協力体制を確保しておくことが重要である。 

7 

01 全サービス共
通 

3 運営 災害時における
他 施 設 と の 連
携・相互応援体制
の構築 

 避難訓練の回数はどのよう
か。 

 県が作成した「高齢者施設における防災マニュアル作成の手引き」にも記載していますが、避難訓練については最低年２
回以上実施するよう努めること。 

8 

01 全サービス共
通 

3 運営 研修機会の確保  社会福祉施設等が行う研修
には、どのようなものが想定さ
れるか。 

 老人福祉法、介護保険法等の運営基準に示されているとおり、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修や
事故発生の防止のための研修は実施しなければならない。また、その他にも適切なサービスが提供できるよう、従業者の資
質向上のために施設の実情に合った研修を実施する。 
 例えば、高齢者を理解するため、加齢による身体機能や精神面の変化・認知症等を理解するための研修、高齢者に提供す
る適切な介護技術、高齢者の権利擁護、高齢者虐待や身体拘束廃止等の研修である。 

9 
01 全サービス共
通 

3 運営 福祉サービスに
おける外部評価
等の実施 

外部の者による評価とは、ど
のような方法があるのか。 

 例えば、各市町が実施している介護相談員制度の活用や第三者委員に評価を依頼するなどの方法で提供するサービスの質
の向上を図るための評価を定期的に実施することなどが考えられる。 

10 
01 全サービス共
通 

3 運営 給食における地
産地消の推進 

県産品を積極的に使用する
取組みとして、どのようなもの
があるか。 

 献立に県産品使用の割合を増やす取組み、地産地消の日を設定するなどして、県産食材を可能な限り使用した食事、県の
特産品を使用した食事、地域の伝統食を提供する機会を増やす取組みなどが考えられる。 

11 

01 全サービス共
通 

3 運営 記録の整備 保存期間の起算時期である
サービス提供の完結の日とは
いつのことか。 

 完結の日とは、利用者との契約の終了日ではなく、それぞれの書類ごとに、その書類と使わなくなった日とする。基本的
には、介護報酬の過払いの場合の返還請求権が５年であることから保存期間を５年に延長した趣旨を踏まえ、サービス提供
の完結の日とは、返還請求権の時効の起算日と同様に、事業者が介護報酬を受け取った日の翌日とする。ただし、５年は最
低基準を定めたものであり、施設運営やサービス提供上必要となる記録については、延長して保存することが可能である。 

12 
01 全サービス共
通 

3 運営 記録の整備 保存対象となる記録は何か。  それぞれの法令に規定する基準に記載されている記録のことであるが、具体的には、ケアプランなど入所者に提供するサ
ービス・処遇に関する計画、カルテ、看護記録、介護記録など提供した具体的なサービス・処遇の内容等の記録、身体拘束
に関する記録、苦情記録、事故記録、勤務実績の記録などを記載した書類が該当する。 

13 
01 全サービス共
通 

3 運営 記録の整備 電子媒体で記録を保存して
もよいか。 

可能ですが、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律等の関係規定に基づき適切に
対応することが必要である。 

14 
24 介護老人福祉
施設 

2 設備 特別養護老人ホ
ームの居室定員 

プライバシーの確保のため
の配慮とはどういうものか。 

 プライバシーが確保されたものとは、例えば、壁やふすまのような建具を用いたり、また、アコーディオンカーテン、パ
ーティションや家具などにより利用者同士の視線の遮断が確保されるようなものである必要がある。 
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高松市社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例の制定におけ

る独自基準について 

 

中核市の条例で定める基準については、厚生労働省令で定める基準に従い定めるもの（以下

「従うべき基準」という。）、厚生労働省令で定める基準を標準とするもの（以下「標準」という。）、厚

生労働省令で定める基準を参酌するもの（以下、「参酌すべき基準」という。）に区分されました。 

 本市では、「従うべき基準」および「標準」につきましては、厚生労働省令と同様ですが、「参酌す

べき基準」の一部について、次のとおり独自基準を加えております。 

 

 

１ 特別養護老人ホーム等の居室定員(第３条第２項)  

 

２ ユニット型施設の入居定員(第３条第２項)   

 

３ 記録の整備(第３条第２項) 

 

４ 非常災害対策の具体的計画の掲示義務(第４条) 

 

５ 災害時における他施設との連携・相互応援体制の整備(第５条) 

特別養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の居

室の定員について、現行の「４人以下」から「１人」に省令改正されたが、利用者の希望について

調査を行った結果を踏まえ、「４人以下」とする。 

現行基準では、「おおむね10人以下」と規定されているが、市内の施設が10人以下であること

を踏まえ、「おおむね」を削除して「10人以下」と定める。 

入所者等に対する処遇又はサービスの提供に関する記録等の保存期間について、現行基

準では「２年間」と規定されているが、介護報酬等の適正な取扱い（過払い発生時の対応等）や

サービス向上の観点から、保存期間を「５年間」に延長する。 

社会福祉施設等の設置者等（設置者若しくは開設者又は当該事業を行う者をいう。以下同

じ。）は、非常災害対策に関する具体的な計画を作成し、施設又は事業所の見やすい場所に、

その概要を掲示しなければならない。 

社会福祉施設等の設置者等は、非常災害時の入所者又は利用者（以下「入所者等」とい

う。）の安全の確保を図るため、あらかじめ他の社会福祉施設等相互間及び県、市町、関係機

関、地域住民等との連携協力体制を整備するよう努めなければならない。 
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６ 研修機会の確保(第６条) 

 

７ 福祉サービスにおける外部評価等の実施(第８条) 

 

８ 給食における地産地消の実施(第９条) 

 

９ 地域との連携および災害時における要援護者の受入れ(第１５条)  

 

 

 

社会福祉施設等の設置者等は、職員又は従業者の資質の向上のために、毎年具体的な研

修計画を作成し、当該研修計画に基づき全ての職員又は従業者に対して研修を実施し、当該

研修の結果を記録するほか、職員又は従業者の研修の機会を確保しなければならない。 

(１) 社会福祉施設等の設置者等は、自ら当該社会福祉施設等に係る業務の質の評価を行い、

常にその改善を図るよう努めなければならない。(※現行基準でも義務付けされている。 ) 

(２) 社会福祉施設等の設置者等は、当該社会福祉施設等に係る業務の一層の改善を進める

ため、定期的に外部の者による評価を受けるよう努めなければならない。(※（予）認知症対応

型共同生活介護事業所については、現行基準でも義務付けされている。 ) 

社会福祉施設等の設置者等は、食事を提供する場合は、入所者等の特性に配慮しつつ、県

内で生産された農林水産物及びこれらを県内で加工した食品（当該食品を原材料とするものを

含む。）を積極的に使用するよう努めなければならない。 

特別養護老人ホーム及び介護老人保健施設は、その運営に当たって、地域住民又はその自

発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図るとともに、災害時において要援

護者を受け入れるなど、地域の高齢者福祉の拠点となるよう努めなければならないものとする。 

- 97 -


	H19kyotakusyudansidou%20vol4[1]
	5/19
	6/19
	7/19


